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第一部 【企業情報】


第１ 【企業の概況】


１ 【主要な経営指標等の推移】


　


回次
第142期


第２四半期累計期間
第143期


第２四半期累計期間
第142期


会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日


自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日


自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日


完成工事高 (千円) 2,775,462 2,289,116 5,447,944


経常損失 (千円) 516,941 246,129 1,862,940


当期純利益又は
四半期純損失(△)


(千円) △1,273,070 △216,265 375,186


持分法を適用した
場合の投資利益


(千円) 53,124 7,441 32,820


資本金 (千円) 1,402,742 1,402,742 1,402,742


発行済株式総数 (株) 173,142,890173,142,890173,142,890


純資産額 (千円) 327,989 1,759,909 1,976,192


総資産額 (千円) 9,563,812 4,763,270 5,120,017


１株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)


(円) △7.36 △1.25 2.17


潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額


(円) ― ― ―


１株当たり配当額 (円) ― ― ―


自己資本比率 (％) 3.4 36.9 38.6


営業活動による
キャッシュ・フロー


(千円) 305,765 194,574 1,019,364


投資活動による
キャッシュ・フロー


(千円) △40,396 △213,270 7,200,825


財務活動による
キャッシュ・フロー


(千円) △533,056 △24,079 △7,461,158


現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高


(千円) 253,614 1,237,557 1,280,332


　


回次
第142期


第２四半期会計期間
第143期


第２四半期会計期間


会計期間
自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日


自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日


１株当たり四半期純損失金額 (円) 6.60 0.64


(注) １  完成工事高には、消費税等は含まれておりません。


２  第142期の「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記


載しておりません。また、第142期第２四半期累計期間及び第143期第２四半期累計期間については、１株当た


り四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。


３  第143期第１四半期累計期間より金額の表示単位を百万円単位から千円単位に変更しております。なお、比較


を容易にするため、第142期第２四半期累計期間及び第142期についても千円単位に変更しております。
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２ 【事業の内容】


当第２四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重


要な変更はありません。


また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】


１ 【事業等のリスク】


文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末日現在において当社が判断したものであります。


　
（1）当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の


うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に


記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。


　
（2）提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状


況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象


継続企業の前提に関する事項に記載のとおり、当社は当第２四半期会計期間において、国土交通省の大


型工事等を受注し、受注強化策の効果が現れてきております。しかしながら、前事業年度及び第１四半期


会計期間における受注不振の影響により、完成工事高が減少し、235,678千円の営業損失及び246,129千円


の経常損失を計上いたしました。当該状況により、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に重要な疑義


を生じさせるような状況が存在しております。


　


２ 【経営上の重要な契約等】


当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】


文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。


（1）経営成績の分析


  当第２四半期累計期間における日本経済は、東日本大震災の影響等により依然として厳しい状況にあ


りますが、サプライチェーンの復旧に伴い、企業の生産活動も回復しつつあり、平成23年７月から９月期


の国内総生産(GDP)は、４四半期ぶりのプラス成長となることが確実となっております。また政府は震災


からの復興に向け「東日本大震災からの復興の基本方針」を決定し、第３次補正予算の成立を目指すと


共に財源の確保に向けた取り組みを開始しております。このような経済回復の動きが見られる中、予算財


源の確保、電力供給の制約、原子力災害の影響、為替の円高基調、デフレの影響等、景気の本格回復には


様々なマイナス要因も存在しており、これらの克服が重要な課題となっております。


  公共事業におきましても、昨年度に引き続き低調に推移しております。橋梁業界における鋼橋の発注量


は、第２四半期(平成23年７月～平成23年９月)においては前年同期に近づいたものの、第１四半期(平成


23年４月～平成23年６月)の発注が少なかったことから、当第２四半期累計期間としては前年同期に届か


ず、足元は依然厳しい状況が続いております。一方、中長期的な観点から、公共事業を巡る議論も活発化し


ております。国土交通省は国の復興の基本方針を受けた施策を発表し、その中でも道路の再建と新設を重


要施策として位置づける等、単なる費用対効果を超えた、ライフラインである道路の役割について再認識


されてまいりました。例えば三陸縦貫自動車道については、早期全線開通に向けた方向性が示されており


ます。これらを踏まえれば、政府の補正予算への取り組み等、今後については公共事業の底上げが見込ま


れるものの、復興に向けた本格的な工事の着工までにはもう暫く時間を要するため、当面の事業環境は依


然として厳しく不透明な状態が続くものと想定しております。


  このような状況下、当社は入札結果の徹底した分析や、技術提案部門並びに積算部門を中心に数次に亘


る組織の見直しを図り、受注体制の強化を図ってまいりました。その結果、総合評価方式における技術評


価点および積算精度が向上し、関東地方整備局の下万田地区第１高架橋、中部地方整備局の塚原高架橋、


近畿地方整備局の中町高架橋等の国交省大型物件を初め、千葉県のつくばエクスプレス沿線整備工事、鉄


道運輸機構の大平線路橋等を受注することができ、受注高は6,274,325千円（前年同期比5,331,729千円


増）となり、前年同四半期累計期間を大幅に上回ることができました。さらに当第２四半期累計期間にお


ける受注高は前年通期受注高の1.9倍超となり、既に前事業年度を大きく上回っております。


  しかしながら、完成工事高は、前期末受注残高の減少および第１四半期(平成23年４月～平成23年６月)


の受注不振の影響等により、前年同期比486,345千円減の2,289,116千円（前年同期比17.5%減）となりま


した。


  損益面では、完成工事高の大幅な減少により、営業損失は235,678千円（前年同四半期営業損失は


439,013千円）、経常損失は246,129千円（前年同四半期経常損失は516,941千円）、四半期純損失は


216,265千円（前年同四半期純損失は1,273,070千円）となりました。


  市川本社工場につきましては、当初の予定通り、平成23年10月31日に引渡を完了いたしました。現在、袖


ケ浦の新工場の稼働は一部に留まっておりますが、今年度中の本格稼働に向け、全力を挙げて取り組んで


おります。


 


  なお、当社の事業は鋼構造物事業に一本化しているため、セグメントに関する業績は記載しておりませ


ん。
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（2）財政状態の分析


  当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ356,747千円減少し4,763,270千円


（前事業年度末比7.0％減）となりました。流動資産は3,568,221千円となり、前事業年度末に比べ


537,947千円減少しました。この主な要因は、完成工事未収入金が431,347千円減少したことによるもので


あります。固定資産は1,195,048千円となり、前事業年度末に比べ181,200千円増加しました。この主な要


因は、本社及び工場の移転のための敷金を差入れたことによるものであります。


  負債については、前事業年度末に比べ140,464千円減少し、3,003,360千円（前事業年度末比4.5％減）


となりました。この主な要因は、未成工事受入金が542,969千円増加したものの、支払手形179,815千円、工


事未払金146,271千円及び工事損失引当金が262,000千円減少したことによるものであります。


  純資産については、前事業年度末に比べ216,282千円減少し1,759,909千円（前事業年度末比10.9％


減）となりました。この主な要因は、四半期純損失216,265千円を計上したことによるものであります。こ


の結果、自己資本比率は36.9％となりました。


　


（3）キャッシュ・フローの状況


  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前年同四半期


会計期間末と比べ983,943千円増加し1,237,557千円となりました。


  当第２四半期累計期間（平成23年４月～平成23年９月）における各キャッシュ・フローの状況とそれ


らの主な要因は次のとおりであります。


（営業活動によるキャッシュ・フロー）


  営業活動の結果増加した資金は194,574千円（前年同四半期は305,765千円の増加）となりました。こ


の主な要因は、税引前四半期純損失233,187千円の計上、仕入債務326,087千円の減少及び工事損失引当金


262,000千円の減少により資金の減少があったものの、売上債権の減少による1,015,267千円の資金の増


加があったことによるものであります。


（投資活動によるキャッシュ・フロー）


  投資活動の結果減少した資金は213,270千円（前年同四半期は40,396千円の減少）となりました。この


主な要因は、本社及び工場の移転のための敷金を差入れたことによるものであります。


（財務活動によるキャッシュ・フロー）


  財務活動の結果減少した資金は24,079千円（前年同四半期は533,056千円の減少）となりました。この


主な要因は、長期借入金を返済したことによるものであります。


　


（4）研究開発活動


当第２四半期累計期間における当社の研究開発活動の金額は1,088千円であります。


  なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を解消、改善するための対応策


当社は当第２四半期会計期間において、以下に記載のとおり国土交通省の大型工事等を受注し、受注強


化策の効果が現れてきております。しかしながら、前事業年度及び第１四半期会計期間における受注不振


の影響により、完成工事高が減少し、235,678千円の営業損失及び246,129千円の経常損失を計上いたしま


した。当該状況により、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が


存在しております。


  当社はこれらの状況を打開するため、入札結果の徹底した分析や、技術提案部門並びに積算部門を中心


に数次に亘る組織の見直しを図り、受注体制の強化を図ってまいりました。その結果、総合評価方式にお


ける技術評価点及び積算精度が向上し、当第２四半期会計期間において関東地方整備局の下万田地区第


１高架橋、中部地方整備局の塚原高架橋、近畿地方整備局の中町高架橋等の国交省大型物件を初め、千葉


県のつくばエクスプレス沿線整備工事、鉄道運輸機構の大平線路橋等を受注することができ、受注高は


6,274,325千円（前年同期比5,331,729千円増）となり、前年同四半期累計期間を大幅に上回ることがで


きました。さらに当第2四半期累計期間における受注高は前年通期受注高の1.9倍超となり、既に前事業年


度を大きく上回っております。


  しかしながら、営業損失及び経常損失解消策の実施途上にあるものの、十分な受注残高の確保までには


至っておらず、今後の事業継続に必要となる受注の確保にも不透明な部分が存在することから、現時点で


は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。


  当社といたしましては、当該不確実性を出来るだけ速やかに払拭できるよう全社を挙げて鋭意努力し


てまいります。
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第３ 【提出会社の状況】


１ 【株式等の状況】


(1) 【株式の総数等】


① 【株式の総数】


　


種類 発行可能株式総数(株)


普通株式 518,197,540


計 518,197,540


　


② 【発行済株式】


　


種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年９月30日)


提出日現在発行数(株)
(平成23年11月14日)


上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名


内容


普通株式 173,142,890173,142,890
東京証券取引所
（市場第一部）


単元株式数1,000株


計 173,142,890173,142,890― ―


　


(2) 【新株予約権等の状況】


該当事項はありません。


　


(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】


該当事項はありません。


　


(4) 【ライツプランの内容】


該当事項はありません。


　


(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】


　


年月日
発行済株式
総数増減数
(株)


発行済株式
総数残高
(株)


資本金増減額
(千円)


資本金残高
(千円)


資本準備金
増減額
(千円)


資本準備金
残高
(千円)


平成23年９月30日 ― 173,142,890 ― 1,402,742 ― ―
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(6) 【大株主の状況】


　 　 平成23年９月30日現在


氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)


発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)


川岸工業株式会社 東京都港区東新橋１丁目２番13号 14,508 8.37


サクラダ取引先持株会 千葉県市川市二俣新町21番地 2,936 1.69


株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 1,440 0.83


日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口６)


東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,378 0.79


日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口３)


東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,269 0.73


日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４)


東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,243 0.71


日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口２)


東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,113 0.64


日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口７)


東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,040 0.60


中尾  江里 大阪府吹田市 1,026 0.59


株式会社証券ジャパン 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番18号 1,014 0.58


計 ― 26,967 15.57


　


(7) 【議決権の状況】


① 【発行済株式】


　 　 　 　 平成23年９月30日現在


区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容


無議決権株式 ― ― 　


議決権制限株式(自己株式等) ― ― 　


議決権制限株式(その他) ― ― 　


完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）


― 　
普通株式 144,000


完全議決権株式(その他)
普通株式


172,623,000
172,623　


単元未満株式 普通株式 375,890 ― 　


発行済株式総数 173,142,890― ―


総株主の議決権 ― 172,623 ―


(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式371株が含まれております。
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② 【自己株式等】


　 　 平成23年９月30日現在


所有者の氏名
又は名称


所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)


他人名義
所有株式数
(株)


所有株式数
の合計
(株)


発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)


（自己保有株式）
株式会社サクラダ


千葉県市川市二俣新町21番地 144,000― 144,000 0.08


計 ― 144,000― 144,000 0.08


　


２ 【役員の状況】


該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】


１．四半期財務諸表の作成方法について


(1) 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年


内閣府令第63号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載し


ております。


　


(2) 当社の四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、百万円単位で記載しておりま


したが、当第２四半期会計期間及び当第２四半期累計期間より千円単位で記載することに変更いたし


ました。なお、比較を容易にするため、前事業年度、前第２四半期会計期間及び前第２四半期累計期間に


ついても千円単位に変更しております。


　


２．監査証明について


当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成23年７月１日から


平成23年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)に係る四


半期財務諸表について、監査法人日本橋事務所により四半期レビューを受けております。


　


３．四半期連結財務諸表について


「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２


項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から


見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない


程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。


  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。


  ①資産基準          0.2％


  ②売上高基準        0.2％


  ③利益基準          0.7％


  ④利益剰余金基準    0.8％


※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】


(単位：千円)


前事業年度
(平成23年３月31日)


当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)


資産の部


流動資産


現金預金 1,736,840 1,694,065


受取手形 40,950 －


完成工事未収入金 2,190,926 1,759,578


たな卸資産 ※
 13,168


※
 13,932


前渡金 13,288 11,100


その他 110,995 89,545


流動資産合計 4,106,169 3,568,221


固定資産


有形固定資産


建物 69,874 69,874


減価償却累計額 △44,268 △45,073


建物（純額） 25,606 24,800


構築物 1,202,931 1,202,931


減価償却累計額 △982,864 △991,964


構築物（純額） 220,066 210,966


機械及び装置 2,959,403 2,959,403


減価償却累計額 △2,658,730 △2,693,083


機械及び装置（純額） 300,672 266,319


車両運搬具 63,371 63,371


減価償却累計額 △59,747 △60,355


車両運搬具（純額） 3,623 3,015


工具、器具及び備品 197,390 198,041


減価償却累計額 △159,430 △165,114


工具、器具及び備品（純額） 37,959 32,926


土地 268,410 268,410


建設仮勘定 － 36,944


有形固定資産合計 856,338 843,384


無形固定資産


電話加入権 300 300


無形固定資産合計 300 300


投資その他の資産


投資有価証券 115,721 113,339


関係会社株式 34,000 34,000


その他 8,487 205,023


貸倒引当金 △1,000 △1,000


投資その他の資産合計 157,209 351,363


固定資産合計 1,013,847 1,195,048


資産合計 5,120,017 4,763,270
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(単位：千円)


前事業年度
(平成23年３月31日)


当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)


負債の部


流動負債


支払手形 513,754 333,939


工事未払金 355,808 209,536


1年内返済予定の長期借入金 133,076 109,769


未払費用 149,247 114,398


未払法人税等 34,480 6,851


未払消費税等 － 40,533


未成工事受入金 92,537 635,506


賞与引当金 55,800 55,800


工事損失引当金 592,000 330,000


移転関連費用引当金 364,000 348,644


その他 23,517 7,690


流動負債合計 2,314,223 2,192,670


固定負債


退職給付引当金 724,438 728,608


環境対策引当金 10,500 10,500


繰延税金負債 90,544 68,217


その他 4,119 3,364


固定負債合計 829,601 810,690


負債合計 3,143,824 3,003,360


純資産の部


株主資本


資本金 1,402,742 1,402,742


資本剰余金


その他資本剰余金 12,594 12,594


資本剰余金合計 12,594 12,594


利益剰余金


その他利益剰余金


繰越利益剰余金 573,768 357,503


利益剰余金合計 573,768 357,503


自己株式 △12,913 △12,929


株主資本合計 1,976,192 1,759,909


純資産合計 1,976,192 1,759,909


負債純資産合計 5,120,017 4,763,270
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】


(単位：千円)


前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)


当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)


完成工事高 2,775,462 2,289,116


完成工事原価 2,898,140 2,213,836


完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △122,678 75,279


販売費及び一般管理費 ※
 316,335


※
 310,957


営業損失（△） △439,013 △235,678


営業外収益


受取利息及び配当金 459 452


還付加算金 － 2,416


その他 1,338 929


営業外収益合計 1,797 3,798


営業外費用


支払利息 76,061 1,651


支払保証料 2,938 4,625


債権譲渡損 284 5,541


その他 440 2,432


営業外費用合計 79,724 14,249


経常損失（△） △516,941 △246,129


特別利益


投資有価証券清算分配金 － 19,741


その他 926 －


特別利益合計 926 19,741


特別損失


固定資産除却損 281 －


事業構造改善費用 5,714 －


災害による損失 － 2,982


損害賠償負担金 － 2,956


その他 － 860


特別損失合計 5,996 6,799


税引前四半期純損失（△） △522,011 △233,187


法人税、住民税及び事業税 5,406 5,405


法人税等調整額 745,652 △22,326


法人税等合計 751,058 △16,921


四半期純損失（△） △1,273,070 △216,265
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)


前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)


当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)


営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前四半期純損失（△） △522,011 △233,187


減価償却費 66,051 50,549


固定資産除売却損益（△は益） 281 －


投資有価証券評価損益（△は益） － 860


投資有価証券清算分配金 － △19,741


賞与引当金の増減額（△は減少） 4,300 －


退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,033 4,170


工事損失引当金の増減額（△は減少） 160,000 △262,000


支払利息 76,061 1,651


売上債権の増減額（△は増加） 1,580,659 1,015,267


未成工事支出金等の増減額（△は増加） 6,087 △764


仕入債務の増減額（△は減少） △1,002,952 △326,087


前渡金の増減額（△は増加） 12,459 2,188


未収入金の増減額（△は増加） 101,830 40,719


未払消費税等の増減額（△は減少） △70,806 40,533


その他 △18,526 △92,403


小計 389,399 221,756


利息及び配当金の受取額 459 452


利息の支払額 △73,281 △1,507


移転費用の支払額 － △15,356


法人税等の支払額 △10,812 △10,771


営業活動によるキャッシュ・フロー 305,765 194,574


投資活動によるキャッシュ・フロー


固定資産の取得による支出 △38,712 △38,008


敷金の差入による支出 － △196,949


投資有価証券の清算による収入 － 21,262


その他 △1,683 425


投資活動によるキャッシュ・フロー △40,396 △213,270


財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額（△は減少） △300,000 －


長期借入金の返済による支出 △232,169 △23,307


自己株式の取得による支出 △63 △16


その他 △823 △754


財務活動によるキャッシュ・フロー △533,056 △24,079


現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △267,687 △42,775


現金及び現金同等物の期首残高 521,301 1,280,332


現金及び現金同等物の四半期末残高 253,614 1,237,557
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【継続企業の前提に関する事項】


当第２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）


当社は当第２四半期会計期間において、以下に記載のとおり国土交通省の大型工事等を受注し、受注強


化策の効果が現れてきております。しかしながら、前事業年度及び第１四半期会計期間における受注不振


の影響により、完成工事高が減少し、235,678千円の営業損失及び246,129千円の経常損失を計上いたしま


した。当該状況により、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が


存在しております。


  当社はこれらの状況を打開するため、入札結果の徹底した分析や、技術提案部門並びに積算部門を中心


に数次に亘る組織の見直しを図り、受注体制の強化を図ってまいりました。その結果、総合評価方式にお


ける技術評価点及び積算精度が向上し、当第２四半期会計期間において関東地方整備局の下万田地区第


１高架橋、中部地方整備局の塚原高架橋、近畿地方整備局の中町高架橋等の国交省大型物件を初め、千葉


県のつくばエクスプレス沿線整備工事、鉄道運輸機構の大平線路橋等を受注することができ、受注高は


6,274,325千円（前年同期比5,331,729千円増）となり、前年同四半期累計期間を大幅に上回ることがで


きました。さらに当第2四半期累計期間における受注高は前年通期受注高の1.9倍超となり、既に前事業年


度を大きく上回っております。


  しかしながら、営業損失及び経常損失解消策の実施途上にあるものの、十分な受注残高の確保までには


至っておらず、今後の事業継続に必要となる受注の確保にも不透明な部分が存在することから、現時点で


は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。


  なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性


の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。


　
【会計方針の変更等】


該当事項はありません。


　
【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】


該当事項はありません。


　
【追加情報】


　
当第２四半期累計期間


(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)


（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等）


  第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変


更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変


更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４


日）を適用しております。


　
【注記事項】


(四半期貸借対照表関係)


※  たな卸資産の内訳


　


　
前事業年度


(平成23年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)


未成工事支出金 ― 千円 2,061千円


原材料及び貯蔵品 13,168 〃 11,870 〃
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(四半期損益計算書関係)


※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。


　


　
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)


当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)


役員報酬 21,540千円 21,540千円


従業員給与手当 114,781 〃 115,321 〃


賞与引当金繰入額 21,776 〃 19,427 〃


退職給付費用 12,309 〃 11,566 〃


支払手数料 46,912 〃 49,727 〃


　


(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)


※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の


とおりであります。


　


　
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)


当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)


現金預金 253,614千円 1,694,065千円


担保に供している定期預金 ―  〃 △456,507 〃


現金及び現金同等物 253,614千円 1,237,557千円


　


(株主資本等関係)


株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。


　


(金融商品関係)


当第２四半期会計期間末(平成23年９月30日)


差入保証金が、当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて


著しい変動が認められます。


　 　 　 　 (単位：千円)


科目
四半期貸借対照表


計上額
時価 差額 時価の算定方法


差入保証金 204,123 161,080 △43,043 (注)


(注)  差入保証金の時価の算定方法


定期借地借家契約の契約期間に基づき、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプ


レッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。


なお、四半期貸借対照表においては、投資その他の資産のその他に含めて表示しております。


　


(有価証券関係)


有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり


ません。


　


(デリバティブ取引関係)


当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(持分法損益等)


　
　 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間


　 (自  平成22年４月１日 (自  平成23年４月１日


　   至  平成22年９月30日)   至  平成23年９月30日)


関連会社に対する投資の金額 24,000千円 24,000千円


持分法を適用した場合の投資の金額 86,739千円 73,878千円


持分法を適用した場合の投資利益の金額 53,124千円 7,441千円


　
(企業結合等関係)


該当事項はありません。


　
(セグメント情報等)


前第２四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自 平


成23年４月１日 至 平成23年９月30日)


【セグメント情報】


当社の報告セグメントは、鋼構造物（橋梁およびその他の鉄構物）の設計、製作、組立、据付ならびに販


売を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。


　
(１株当たり情報)


１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。


項目
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)


当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)


    １株当たり四半期純損失金額 ７円36銭 １円25銭


   (算定上の基礎) 　 　


    四半期純損失金額(千円) 1,273,070 216,265


    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―


    普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 1,273,070 216,265


    普通株式の期中平均株式数(株) 173,004,765 172,999,161


(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が


存在しないため記載しておりません。


　
(重要な後発事象)


該当事項はありません。


　
２ 【その他】


該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】


該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書


　
平成23年11月14日


株式会社サクラダ


取締役会  御中


監査法人日本橋事務所
　


指 定 社 員
業務執行社員


公認会計士   小  倉      明     印


　
指 定 社 員
業務執行社員


公認会計士   千  葉  茂  寛     印


　


当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社サクラダの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第143期事業年度の第２四半期会計期間(平成
23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計
算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サクラダの平成23年９月30日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当第2四半期会計期間において、国土交通省
の大型工事等を受注し、受注強化策の効果が現れてきているが、前事業年度及び第１四半期会計期間における
受注不振の影響により、完成工事高が減少し、235,678千円の営業損失及び246,129千円の経常損失を計上し、
前事業年度に引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認
められる理由については当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されてお
り、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていない。
  当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


以  上
　


 


(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。


２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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【表紙】 　


【提出書類】 確認書


【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項


【提出先】 関東財務局長


【提出日】 平成23年11月14日


【会社名】 株式会社サクラダ


【英訳名】 SAKURADA CO., LTD.


【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  曽田  弘道


【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項ありません。


【本店の所在の場所】 千葉県袖ケ浦市南袖50番１


（平成23年10月15日から本店所在地  千葉県市川市二俣新町21番地が上記のように移転しております。）


（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）


　 千葉県千葉市中央区中央２丁目３番16号


【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所


　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】


当社代表取締役社長 曽田 弘道は、当社の第143期第２四半期(自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30


日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし


た。


　


２ 【特記事項】


確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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